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低所得・
定額減税枠
（円）

推奨分
（円） 指標・⽬標 結果 A B C D 未⼊⼒

(3点満点)
A-3点
B-2点
C-1点
D-0点

1

物価⾼騰対応重点⽀援給
事業こども加算臨時給付⾦
給付事業

〇対象者
「低所得世帯臨時⽀援給付⾦(7万円)」受給
世帯のうち18歳以下の児童がいる世帯
〇⽬的
物価⾼騰下の⼦育て世帯⽀援(既受給世帯へ
の上乗せ)

健康福
祉課 R6.4 R6.4 3,339,191 2,782,960 556,231 

対象世帯に対して
令和6年5⽉まで
に⽀給を開始する

 R6.5.1⽀給を開
始。
対象世帯100％の
世帯に給付を完了
した。

【内訳】
・対象世帯数 36世帯
・給付世帯数 36世帯、こども加算 児童数 55⼈
・給付額 2,750千円＝55⼈×50千円

【町評価】
対象世帯100%の世帯に給付することがで
き、物価⾼騰によ低所得世帯、特に18歳
未満のこどもがいる世帯の家計負担が軽減
された。

【委員評価】
特に意⾒なく事業の成果を認めていただいた。

・⼀定の負担軽減効果は確実にあった。
・⼀時的な給付であり継続効果は限定的である
・適正な事業であった
・対象者への100%給付はよかった
・対象者への100%給付は評価でき継続していただきたい
・物価の⾼騰は⼦育て世帯には厳しいため良い対策である

6 2 2.75

2

物価⾼騰対応重点⽀援給
付事業（住⺠税均等割のみ
課税世帯）

〇対象者
令和5年度 住⺠税「均等割のみ課税」世帯
〇⽬的
物価⾼騰下の低所得世帯⽀援

健康福
祉課 R6.5 R6.8 49,906,222 49,906,222 - 

対象世帯に対して
令和6年6⽉まで
に⽀給を開始する

 R6.5.30⽀給開
始。
対象世帯のうち、約
91％の世帯に給付
を完了した。

【内訳】
・対象世帯数 522世帯
・給付世帯数 477世帯 ※うち⼦供加算 20世帯 35⼈
・給付額 49,450千円 うち⼦供加算1,750千円

【町評価】
対象世帯約91%の世帯に給付することがで
き、低所得世帯及びの低所得の⼦育て世
帯の家計負担が軽減された。

【委員評価】
特に意⾒なく事業の成果を認めていただいた。

・家計全体の改善までは不明
・⼀時的ではあるが効果はあった
・適正な事業であったと考える
・効果的な事業であり継続を望みます
・⼿厚い⽀援で対象者には良かったと思う

1 7 2.13

3

令和６年能登半島地震被
災世帯緊急⽀援給付事業

〇対象者
地震により住宅被災等の影響があり、令和5年
度住⺠税が⾮課税⽔準の⽅を含む世帯
〇⽬的
災害による⽣活再建・緊急⽀援 健康福

祉課 R6.10 R7.2 20,402,460 20,402,460 - 

対象世帯に対して
令和6年11⽉まで
に⽀給を開始する

 R6.10.29⽀給開
始。
対象世帯の100％
の世帯に給付を完
了した。

【内訳】
①住⺠税⾮課税⽔準世帯給付（低所得世帯⽀援枠）
 ・R5年度住⺠税⾮課税⽔準世帯
  164世帯×100千円＝16,400千円
②住⺠税均等割のみ課税⽔準世帯及びこども加算
（給付⾦・定額減税⼀体⽀援枠）
 ・R5年度住⺠税均等割のみ課税⽔準世帯
  16世帯×100千円＝1,600千円
 ・こども加算対象児童 （28世帯）
  46⼈×50千円＝2,300千円

【町評価】
対象世帯100%の世帯に給付することがで
き、令和６年能登半島地震の影響を受け
た被災者の⽣活への負担が軽減された

【委員評価】
特に意⾒なく事業の成果を認めていただいた。

・被災直後の⽣活再建期において相当の効果があったと考えられ
る
・適正な事業であったと考える
・効果的な事業であり継続を望みます
・震災後の⽀援であり被災者には効果的でよかった

6 2 2.75

4

住⺠税所得割⾮課税世帯
等緊急⽀援給付⾦

〇対象者
令和6年度に新たに住⺠税「⾮課税」または「均
等割のみ課税」となった世帯
〇⽬的
物価⾼騰対策(年度切替で対象化した世帯へ
の⽀援)

健康福
祉課 R6.11 R6.11 51,041,604 51,041,604 - 

対象世帯に対して
令和6年11⽉まで
に⽀給を開始する

 R6.11.8⽀給開
始。
対象世帯のうち、約
89％の世帯に給付
を完了した。

【内訳】
①均等割世帯給付及びこども加算
 ・対象世帯数 328世帯 ・給付世帯数 304世帯数
 ・給付額 32,400千円
 ※うち、こども加算 19世帯、40⼈、2,000千円
②⾮課税世帯給付及びこども加算
 ・対象世帯数 210世帯 ・給付世帯数 175世帯
 ・給付額 18,350千円
  ※うち、こども加算 9世帯、17⼈、850千円
 合計 479世帯 50,750千円

【町評価】
対象世帯約89%の世帯に給付することがで
き、低所得世帯及び低所得の⼦育て世帯
の家計負担が軽減された。

【委員評価】
特に意⾒なく事業の成果を認めていただいた。

・９割以上の世帯への給付が望ましい
・軽減効果はあった
・適正な事業であったと考える
・効果的な事業であり継続を望みます
・⼦供がいる家族には被災後に費⽤がかかったので⽀援があって
良かった。 1 6 1 2.00

5

定額減税調整給付⾦事業 〇対象者
定額減税(所得税3万円+住⺠税1万円)を税額
が下回り減税しきれない⽅
〇⽬的
定額減税の効果が及ばない層への調整(実効性
確保)

健康福
祉課 R6.11 R6.12 109,130,213 109,130,213 - 

対象世帯に対して
令和6年11⽉まで
に⽀給を開始する

 R6.11.8⽀給開
始。
対象者のうち、約
90％に対し給付を
完了した。

【内訳】
・対象給付者数 2,820⼈
・給付者数 2,529⼈
・給付額 103,720千円

【町評価】
税情報等により対象者を抽出し、⽀給のお
知らせや確認書の送付を⾏うことにより、定
額減税が⼗分に受けられない⽅に対し、必
要な給付を遅滞なく⾏うことができた。

【委員評価】
 当該事業の消費喚起によって地元事業者
の経営を⽀える効果はあったものの、スマート
フォンを使⽤しない⽅への不公平感がある。

・定額減税において⼗分な恩恵を受けれない⽅に対し差額給付
は効果があったと考えられる
・適正な事業であったと考える
・効果的な事業であり継続を望みます
・必要な給付を遅滞なく⾏うことができて良かった

1 7 2.13

6

物価⾼騰対策給付事業 〇対象者
令和6年度 住⺠税⾮課税世帯
〇⽬的
物価⾼騰下の低所得世帯⽀援(追加的な下⽀
え)

健康福
祉課 R7.3 R7.5 69,431,786 69,431,786 - 

対象世帯に対して
令和7年3⽉まで
に⽀給を開始する

 R7.3.11⽀給開
始。
対象世帯のうち、約
97％の世帯に給付
を完了した。

【内訳】
・対象世帯数 2,293世帯（うち、こども加算 58世帯94⼈）
・給付世帯数 2,224世帯
・給付額 68,440千円 ※うち⼦供加算 51世帯 86⼈ 1,720千円

【町評価】
対象世帯約97%の世帯に給付することがで
き、低所得世帯及び低所得の⼦育て世帯
の家計負担が軽減された。

【委員評価】
特に意⾒なく事業の成果を認めていただいた。

・⼀時的な負担軽減効果はあった
・適正な事業であったと考える
・家計負担が軽減されたものと思います
・ほとんどの低所得の⼦育て世帯の家計の負担軽減ができてよ
かった。

3 5 2.38

○令和６年度 物価⾼騰対応重点⽀援地⽅創⽣臨時交付⾦事業 効果検証シート

№ 交付対象
事業の名称 事業概要 所管課 事業

始期
事業
終期

総事業費
（円）

左の財源内訳
成果⽬標・結果

低
所
得
者
⽀
援
枠

A:⾮常に効果があった B：効果があった C：効果が⼗分でない D：どちらともいえない

委員評価  単位：⼈

実施状況 効果検証 推進会議委員意⾒

点数
換算臨時交付⾦

⼀般財源
（円）
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低所得・
定額減税枠
（円）

推奨分
（円） 指標・⽬標 結果 A B C D 未⼊⼒

(3点満点)
A-3点
B-2点
C-1点
D-0点

○令和６年度 物価⾼騰対応重点⽀援地⽅創⽣臨時交付⾦事業 効果検証シート

№ 交付対象
事業の名称 事業概要 所管課 事業

始期
事業
終期

総事業費
（円）

左の財源内訳
成果⽬標・結果

A:⾮常に効果があった B：効果があった C：効果が⼗分でない D：どちらともいえない

委員評価  単位：⼈

実施状況 効果検証 推進会議委員意⾒

点数
換算臨時交付⾦

⼀般財源
（円）

7

低所得のひとり親世帯⽣活
緊急⽀援給付⾦

⾷費等の物価⾼騰に直⾯し、影響を特に受け
る、⾮課税世帯の給付⾦の対象外である低所
得のひとり親世帯に対し、実情を踏まえた⽣活の
⽀援として、給付⾦を⽀給し、物価⾼の克服を
図る。 健康福

祉課 R7.1 R7.3 2,207,920 2,207,920 - 

該当者への給付
率を100％とする

 該当者への給付
率100％

●交付内容
令和6年11⽉のひとり親家庭等医療費の給付を受けている⽅で、課税世
帯のため、住⺠税⾮課税となる世帯への給付が受けられない⽅。※基準
⽇ 令和6年12⽉13⽇
・1世帯当たり3万円（児童1⼈当たり2万円加算）
・こども加算対象児童：出⽣の⽇から18歳に達する⽇以後の最初の
3⽉31⽇までにある者
●交付実績
・⽀給対象者 36名×30千円＝1,080千円
・⽀給対象児童 56名×20千円＝1,120千円

【町評価】
給付⾦を⽀給することで、⾼騰する光熱費
や⾷費、また新年度に向けての準備などに
充てることができ、住⺠税⾮課税世帯の範
囲から外れた、収⼊が⼤きくないひとり親世
帯の⽣活を下⽀えできた。

【委員評価】
・特に意⾒なく事業の成果を認めていただい
た。

・⼀時的ではあるが効果はあった
・該当者への給付率が100％であるのはよかった
・適正な事業であったと考える
・事業の継続を望みます
・⽣活する時に必要な光熱費や⾷費の⽀援が給付率100%であ
りよかった 4 4 2.50

8

ひまわりカード臨時チャージイベ
ント事業

物価⾼騰が続く中で影響を受けている全町⺠に
対して地域循環型の電⼦マネー付ポイントカード
（ひまわりカード）に2,000円のチャージで5,000
円分のプレミアムポイントを発⾏することでカードの
利⽤を促進し、物価⾼の克服を図る。

ふるさと
振興課 R7.4 R7.12 28,213,149 22,135,080 6,078,069 

プレミアムポイント
の利⽤率を85％
とする

 プレミアムポイント
利⽤率 96.6％

【内訳】
・ポイント付与時のカード保有者（町⺠）は8,189⼈
・そのうちの5,740⼈がチャージを⾏い（チャージ率70.1％）、
 総計28,700,000ポイントを付与した。
・付与ポイントのうち964,121ポイントが期限切れのため失効。
 実際に使われたものは27,735,879ポイントであった。
・需⽤費及び委託料はチラシ制作に係る費⽤。補助⾦には、ポイント発
⾏に係る事務費358,770円を含む。

【町評価】
能登町内で、27,735,879円が物価⾼騰対
策として充てられ、消費の下⽀え等を通じた
⽣活者⽀援を⾏うことができた。

【委員評価】
・特に意⾒なく事業の成果を認めていただい
た。

・利⽤率が⾼いことから効果はあったと考えられる
・町⺠として物価⾼の折りプレミアムポイントをいただきありがたかっ
た
・チャージ率が７割とのことであったためB評価とている。あと３割の
効果を得られる仕組みも検討してほしい
・消費の下⽀えとなったものと判断できる
・ひまわりカートの活⽤ができて能登町独⾃の通貨になりつつある
ので今後も取り組んでほしい

2 6 2.25

9

私⽴認定こども園物価⾼騰
対策⽀援事業

私⽴認定こども園の安定した運営に寄与すること
ができた。

健康福
祉課 R7.1 R7.2 400,000 400,000 - 

物価⾼⾼騰を理
由とした廃業者を
０とする

 物価⾼騰を理由と
した廃業者 なし

【内訳】
私⽴認定こども園1園につき20万円を⽀給
松波こども園 200千円
⼩⽊こども園 200千円
合計 400千円

【町評価】
私⽴認定こども園の安定した運営に寄与す
ることができた。

【委員評価】
・特に意⾒なく事業の成果を認めていただい
た。

・⼀時的だが効果はあった
・どのように本交付⾦が寄与されたのかが⾒えにくく評価が難しい
・適正な事業であったと考える
・消費の下⽀えとなったものと判断できる
・両親の援助になるので良い⽀援になっていると思う

2 5 1 2.00

10

障害福祉施設等物価⾼騰
対策⽀援事業

障害福祉サービス事業の性質上、国が定める公
的価格により経営するものであり、物価⾼騰の影
響分を価格転嫁することができないことから、安
定したサービス提供の確保につなげることができ
た。

健康福
祉課 R7.1 R7.2 2,250,000 2,250,000 - 

物価⾼⾼騰を理
由とした廃業者を
０とする

 物価⾼騰を理由と
した廃業者 なし

【内訳】
原油価格や電気・ガス料⾦を含む物価の⾼騰の影響を受けた障害福祉
施設⼜は事業所の負担の軽減を図るため、⽀援⾦を⽀給する。
・⼊所系申請件数    ：1件 ⽀給額：1,000千円
・その他⼊所系申請件数：7件 ⽀給額：   350千円
・通所・訪問系申請件数：9件 ⽀給額：   900千円

【町評価】
障害福祉サービス事業の性質上、国が定め
る公的価格により経営するものであり、物価
⾼騰の影響分を価格転嫁することができな
いことから、安定したサービス提供を確保する
上で必要な事業と考える。

【委員評価】
・特に意⾒なく事業の成果を認めていただい
た。

・物価⾼の負担軽減の効果はあった
・適正な事業であったと考える
・事業の継続を望みます
・物価⾼騰を理由とした廃業がなかったことがよかった 1 7 2.13

11

介護事業所物価⾼騰対策
⽀援事業

物価⾼騰が続く中で影響を受けている介護事業
所へ⽀援を⾏うことで負担を軽減し、物価⾼の
克服を図る。

健康福
祉課 R7.1 R7.2 12,400,000 12,400,000 - 

物価⾼⾼騰を理
由とした廃業者を
0とする

 物価⾼騰を理由と
した廃業者 なし

【内訳】
①施設⼊所：6施設×1,000千円＝6,000千円
②共同⽣活介護：7事業所×500千円 ＝3,500千円
③通所・居宅・訪問介護：10事業所×200千円 ＝2,000千円
             2事業所×120千円 ＝ 240千円
④訪問介護等要⾞両：33⾞両×20千円 ＝ 660千円

【町評価】
原油価格等物価⾼騰の影響を受けていた
介護事業所の負担を軽減することが出来、
安定したサービスが提供され、事業を継続す
ることが出来た。

【委員評価】
特に意⾒なく事業の成果を認めていただいた。

・送迎にかかるガソリン代の負担軽減になったものと考えられる
・物価⾼騰は現在も継続しているためこのような取組は継続してほ
しい
・⼀時的な効果は認めるが、根本的な課題は⼈材不⾜であり解
決策とは⾔えない
・適正な事業であったと考える
・効果的な事業であり継続を望みます
・この先も安定したサービスが提供され事業を継続出来るようこれ
からも継続してほしい

3 5 2.38

12

配合飼料価格⾼騰対策⽀
援事業

国際的に⾼騰した配合飼料価格の、⾼⽌まりが
続いていることによって、畜産経営を圧迫し続けて
いる配合飼料費に対する⽀援を⾏い、物価⾼の
克服を図る。

農林⽔
産課 R7.1 R7.2 8,942,000 8,942,000 - 

物価⾼⾼騰を理
由とした廃業者を
0とする

 物価⾼騰を理由と
した廃業者 なし

【内訳】
・対象者：国の配合飼料価格安定制度に加⼊している町内に事業所を
有する畜産業を営む13業者（酪農4件・肥育⾁⽤⽜5件・繁殖
⾁⽤⽜2件・養豚1件・養鶏1件）
・補助額：上記制度の年間契約数量に対し、2,000円/tを補助。上限
200万円
・上限農家：肥育⾁⽤⽜1件・養豚1件・養鶏1件

【町評価】
・県も四半期毎に価格補填補助を継続。（R6
四半期補助平均額3,600円/t）
・町の補助2,000円と併せて計4,100円/tの⽀
援となる。

【委員評価】
特に意⾒なく事業の成果を認めていただいた。

・負担は軽減されたと考えられる
・物価⾼騰は現在も継続しているためこのような取組は継続してほ
しい
・適正な事業であったと考える
・効果的な事業であり継続を望みます
・この先も国際情勢が思わしくない昨今であることからこれからも継
続して⽀援していかなければならない事業だと思う

2 6 2.25
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漁業⽤燃料価格⾼騰対策
⽀援事業

物価⾼（原油価格）により、経営に影響を受
けた漁業者に対し、燃料費に対する⽀援として
助成⾦を交付することで、物価⾼の克服を図る。

農林⽔
産課 R7.1 R7.3 17,050,000 17,050,000 - 

物価⾼⾼騰を理
由とした廃業者を
0とする

 物価⾼騰を理由と
した廃業者 なし

【内訳】
⽯川県漁業協同組合の組合員を対象にし、令和5年4⽉から令和6年
3⽉までに使⽤した漁業⽤燃油（Ａ重油・軽油）の使⽤量合計が
3,750リットル以上であるものに対し、以下の通り助成
  3,750Ⅼ以上〜  10,000Ⅼ未満   100千円×  5件＝  500千円
10,000Ⅼ以上〜  25,000Ⅼ未満   200千円×19件＝3,800千円
25,000Ⅼ以上〜  50,000Ⅼ未満   450千円×  3件＝1,350千円
50,000Ⅼ以上〜100,000Ⅼ未満   900千円×  2件＝1,800千円
100,000Ⅼ以上         1,200千円×  8件＝9,600千円

【町評価】
・国の補助⾦は現在も継続されているが、ま
だまだ原油価格は⾼く推移している。
・燃料費⾼騰分の⼀部助成を⾏ったことで、
漁業者の負担を減らし、当町の基幹産業で
ある漁業の経営の継続が図られた。

【委員評価】
特に意⾒なく事業の成果を認めていただいた。

・原油⾼は現在も続いているが、⼀時的な負担軽減になったと考
えられる
・物価⾼騰は現在も継続しているためこのような取組は継続してほ
しい
・適正な事業であったと考える
・効果的な事業であり継続を望みます
・この先も国際情勢が思わしくない昨今であることからこれからも継
続して⽀援していかなければならない事業だと思う

2 6 2.25
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酒蔵原料⽶価格⾼騰⽀援
事業

酒⽶の⾼騰が続き影響を受けている酒蔵に対し
て、酒⽶の購⼊に係る経費の⼀部を補助するこ
とにより、物価⾼の克服を図る。 ふるさと

振興課 R7.1 R7.3 2,489,000 2,489,000 - 

物価⾼⾼騰を理
由とした廃業者を
0とする

 物価⾼騰を理由と
した廃業者 なし

【内訳】
・補助対象者：酒類製造業を営む者
・補助額：酒⽶1俵（60kg）あたり1,500円
  ただし1業者あたり上限2百万円
・補助対象期間：令和6年4⽉〜令和7年3⽉に仕⼊れた酒⽶
・補助対象事業者数（実績） 3蔵 （約2,037俵）

【町評価】
3蔵に対して補助⾦を⽀給し、物価⾼騰に
よる経営負担軽減に資した。

【委員評価】
特に意⾒なく事業の成果を認めていただいた。

・原料の購⼊補助⾦は負担を相当軽減されたと考えられる
・廃業者が０であったのであるから効果的だったと考える
・適正な事業であったと考える
・効果的な事業であり継続を望みます
・⽶の⾼騰は今年も続いており、来期も継続が必要

2 6 2.25
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公共交通物価⾼騰対策⽀
援事業

地域の移動⼿段を提供し、⽇常⽣活を⽀える
地域公共交通事業者に対し、物価⾼騰対策と
して⽀援⾦を交付することで、地域公共交通サー
ビスの維持を図る。

企画財
政課 R7.1 R7.3 1,650,000 1,650,000      - 

 事業者数及び⾞
両台数を維持する

 事業者数及び⾞
両台数が維持され
た。

【内訳】
道路運送法第4条(⼀般旅客⾃動⾞運送事業)の許可を受け、町内に
事業所を有するタクシー及びバス事業者
【交付実績】
タクシー 20千円 × 15台 ＝ 300千円
バス     90千円 × 15台 ＝ 1,350千円

【町評価】
⾞両の維持経費に係る物価⾼騰分の⼀部
を助成したことで、地域公共交通サービスの
維持が図られたものの、依然、物価⾼は継
続している
⻑期的な視野に⽴った持続可能な対策が急が
れる

【委員評価】
特に意⾒なく事業の成果を認めていただいた。

・⼀時的な負担軽減で効果はあるが継続的な⽀援が必要だと考
える
・適正な事業であったと考える
・効果的な事業であり継続を望みます
・⽇常⽣活には⾞が必需品であり、⾞の運転が困難な⾼齢者に
やさしい能登町であってほしい

1 7 2.13
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町運送事業者燃料価格⾼
騰対策⽀援事業

物価⾼（原油価格）の⾼騰の影響を受け、経
営に影響を受けた運送事業者に対し、燃料費に
対して補助⾦を交付することで、物価⾼の克服
を図る。 ふるさと

振興課 R7.1 R7.3 8,087,000 8,087,000      - 

物価⾼⾼騰を理
由とした廃業者を
0とする

 物価⾼騰を理由と
した廃業者 なし

【内訳】
・補助対象者：道路貨物運送業を営み、かつ般貨物⾃動⾞運送業を
含む者
・⽀援対象⾞両：運輸局⽯川運輸⽀局へ登録済の⾞両
・補助額：燃料1ℓにつき10円 ただし、1台あたり上限30万円
・補助対象期間：令和6年1⽉〜令和6年12⽉に使⽤した燃料
・補助対象事業者数：12社 （補助対象⾞両数 58）

【町評価】
12社に対して補助⾦を⽀給し、物価⾼騰
による経営負担軽減に資した。

【委員評価】
特に意⾒なく事業の成果を認めていただいた。

・⼀時的な負担軽減で効果はあるが継続的な⽀援が必要だと考
える
・適正な事業であったと考える
・効果的な事業であり継続を望みます
・国際情勢が厳しい中、⽀援は必要だと思う

2 6 2.25
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